
 

  市及び市立学校におけるいじめの防止等の対策に係る取組状況について             第１回いじめ防止専門委員会資料  

    

  

  

 

 

 

                                           

                                     

 

                                        

 

 

                                            

                                          

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28年度 いじめの防止等の対策に係る取組状況                       

区      分 平成 28年４月～６月期 平成 28年７月～９月期    平成 28年 10月以降  

１.いじめの防止対策関係 

 

 第 1回いじめ問題対策連絡協議会 

8/ 3開催 

第 1回いじめ防止専門委員会 

9/29開催 

④市いじめ問題指導マニュアル改訂作業 

第２回いじめ問題対策連絡協議会 

来年 1月開催予定 

第２回いじめ防止専門委員会  

   来年 2月開催予定 

２.いじめの防止対策の啓発 

 

 

 

①いじめ相談電話啓発用カード配付 

小中学校新１年生に配付 

  

３.いじめの未然防止、早期

発見・早期解消に係る取

組 

 

 

 

 

②いじめアンケート調査(第１回) 

      

③道徳教育推進事業(平成 27・28・29

年度３か年事業)の実施による公開授

業と実践発表会開催 

⑤中学校区における児童生徒同士の｢仲

間づくり｣｢いじめ撲滅｣に係る交流活動 

⑥いじめアンケート調査(第２回)  

 

⑦平成 28年度絆づくり成果交流会の開催 

     

 

４.いじめへの対処 

 

 

 

  ⑧教育委員学校訪問における全市立学校の

対処状況確認・協議 

                              



 

             学校におけるいじめに関わる「通報・相談」受理後のフローチャート （施行日：平成 26年 4月１日） 

Ⅰ児童生徒、保護者や地域住民等から通報相談を受けた際は、その通報相談情報を校長・教頭に報告。 

Ⅱ校長は、通報相談情報を速報(様式１)として教育委員会に報告するとともに、担任等に事実確認などの調査を指示する。その後、調査結果によ

り、いじめに至らないケースの場合は、同様式により報告。 

Ⅲいじめ認知となった場合は、所定報告書(様式２)を作成し報告。 

 

                                                  

                                             

                                                  

                                                                                         

                                                                                                          

                        報告                                                                              

                                                       

                                                 

    

                                                      

                                           

 

                                                  

     

 

                 

学校教職員の取組 

①教職員の日常観察等 

 ②アンケート調査や個 

別相談により児童生 

徒から情報収集 

通報・相談 

①児童・生徒 

②保護者・家族 

③地域住民・児童館等 

受 理

教職員 
校長・教頭 

教育委員会 
事実確認調査 

概要報告  結果報告 

調査指示 

 「〇〇学校いじめ防止会議」 

①事実確認等協議(記録化要)  

②いじめ認知の可否を校長に具申 

③指導方針など再発防止の協議 

※迅速な対応が必要な場合は、校長判断に よ

り、必要な構成員の会議を行う。 

 

  〇〇学校職員会議 

①情報の共有  ②学校支援体制の確立  

③指導方針など再発防止策の共通理解と実践 

 

◇当該学級の担任等 

 ◇生徒指導担当教諭 

共有 

速報(様式１） 

《時期：随時報告》 
通報内容報告 

【対応の流れ】 

通報 

 

留 意 事 項 

学校の基本姿勢として次のことを確認する。 

①通報・相談内容は校長・教頭へ報告する。 

②通報・相談内容は記録に残す。 

 


